
 

 

学校教育法施行細則に規定する別に定める様式を定める要綱（平成20年12月９日付け総務第831号 岩手県総務部総務室法務私

学担当課長通知）新旧対照表 

改正前 改正後 

 （様式）  （様式） 

第２条 細則の規定により別に定める様式は、次の表のとおり

とする。 

第２条 細則の規定により別に定める様式は、次の表のとおり

とする。 

 番号 様式の種類 様 式 関係条項   番号 様式の種類 様 式 関係条項  

  ［略］      ［略］    

 28  ［略］     28  ［略］    

 
 

     
29 

専修学校の専攻科

設置届 
様式第28号 第13条 

 

 

29 

専修学校の学科の

設置に係る学則変

更届 

様式第28号 

 ［略］   

30 

専修学校の学科の

設置に係る学則変

更届 

様式第29号 

 ［略］  

 
30 

高等学校等の専攻

科等廃止届 
様式第29号 

 ［略］   
31 

高等学校等の専攻

科等廃止届 
様式第30号 

 ［略］  

 
 

 
  

  
32 

専修学校の専攻科

廃止届 
様式第31号 第14条 

 

 

31 

専修学校の学科の

廃止に係る学則変

更届 

様式第30号 

 ［略］   

33 

専修学校の学科の

廃止に係る学則変

更届 

様式第32号 

 ［略］  

 
32 

通信教育に関する

規程変更届 
様式第31号 

 ［略］   
34 

通信教育に関する

規程変更届 
様式第33号 

 ［略］  

    

備考 改正部分は、下線の部分である。 

様式第31号を様式第33号とし、様式第30号を様式第32号とし、様式第29号を様式第30号とし、様式第30号の次に次の１様式を加

える。 

様式第31号（第14条関係） 

年 月 日  

   岩手県知事     様 

 設置者 住 所       

氏 名       

                        法人にあっては、主たる   

事務所の所在地、名称及び   

代表者の氏名      

 

専修学校の専攻科廃止届 



 

 

学校教育法第131条の規定により、    専修学校の    専攻科を廃止したいので、関係書類を添えて、届け出

ます。 

（Ａ４） 

 様式第28号を様式第29号とし、様式第27号の次に次の１様式を加える。 

様式第28号（第13条関係） 

年 月 日  

   岩手県知事     様 

 設置者 住 所       

氏 名       

                        法人にあっては、主たる   

事務所の所在地、名称及び   

代表者の氏名      

 

 

専修学校の専攻科設置届 

  学校教育法第131条の規定により、    専修学校に    専攻科を設置したいので、関係書類を添えて、届け出

ます。 

（Ａ４） 

   附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


